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〈加入のできる方（＝掛金負担者となれる方）〉
・商工会の会員とその家族、会員の従業員とその家族、

　商工会、連合会の役職員とその家族

〈共済の対象となる方（＝被共済者となれる方）〉
・上記のうち満６歳～６５歳まで（継続加入は満７４歳まで）の方

〈共済期間・掛金〉
・共済期間は11/1の基準日から翌年10/31まで（中途加入の場合は

　加入月の1日から10/31まで）。申し出のない場合は自動更新です。掛金は

　職業･年齢･性別に関係なく一律、月払2，000円です。

　（加入口数は被共済者（共済の対象となる方）一人につき、1口までです）

ご加入方法

〈掛金の払込〉
・掛金は、共済開始月の当月から毎月27日

 （金融機関の休業日である場合には翌営業日）に引落しされますので

　全く手間がかかりません（通帳には「NSショウコウカイF」、「ニホン

　シンパン」等と記帳されます）。しかも、契約はお申し出がない限り

　自動更新されるので、かけ忘れもなく安心です。

注）「家族」とは・・・　　配偶者、父母、子。　　同居かつ扶養している

　　祖父母・兄弟姉妹・孫。　　配偶者の父母。  をいいます。

注）Bﾀｲﾌﾟの加入年齢は、満66歳～80歳（継続加入は85歳)まで
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カンタン
〈加入手続き〉
・ご加入にあたっては加入申込書兼

　口座振替依頼書に必要事項をご記入・ご捺印の上、

　お近くの商工会にご提出下さい。当月締切までにお申込いただ

　くと、翌月１日に共済が開始します。各月のお申込締切につい

　ては、お近くの商工会にお問い合わせ下さい。

　告知義務：ご加入の際には、加入申込書兼口座振替依頼書の記載事項に間違いがないか十分にご確認下さい。記載事項が事実と相違して

   いる場合には、共済契約が解除されるか（この場合、お支払いいただいた共済掛金も返還できません。）、または共済金をお支払いできな

   いことがあります。特に、被共済者（共済の対象となる方）の満年齢及び加入資格等にご注意下さい。

　共済加入の解除：加入者及び被共済者（共済の対象となる方）が故意または重大な過失によって事実を隠し、或いは重要な事実を告げず

   に共済契約を締結した場合には、共済契約が解除されることがあります。

　共済契約発生前に生じた事故：共済開始日以前に生じた事故については、共済金をお支払いできませんので、ご注意下さい。

　共済引受者が破綻した場合の取扱：この共済は、共済金支払に備えて十分な対策を講じておりますが、万が一共済引受者である全国商

   工会連合会が破綻した場合には、共済金等お支払いする金額が一部削減されることがあります。

　加入者証：加入者証は加入月の末に第１回掛金が引き落とされたことを確認したうえで、共済開始月の翌月中旬以降にお送りいたします。

   加入者証が届きましたら、ご契約内容をご確認のうえ、紛失しないようご注意下さい。

　通知義務（ご加入後に契約内容に変更が生じた場合に商工会に連絡していただく義務）：ご加入後、加入者証の記載内容等に変更が生じた

   場合、速やかにお近くの商工会にお知らせ下さい。

　事故の通知：ご加入後、事故が起きた場合、事故の日時、場所、被害者名、名寄せコード、被共済者コード等を速やかにお近くの商工会に

   ご通知下さい。

　掛金引落不能の場合の再請求：掛金の引落不能が発生した場合には、翌月に2ヶ月分の金額が引落となります。口座残高にご注意下さい。

　掛金引落不能による契約取消・解除：初回及び第2回の掛け金が引落不能となった場合は、加入月の1日に遡って契約取消となり、加入成立

   後に2ヶ月連続で掛金が引落不能となった場合には、払込がなされた最終月の翌月1日午前0時に遡って解除となりますのでご注意下さい。

●加入者、被共済者（共済の対象となる方）や共済金受取人の故意。●けんかや自殺・犯罪行為。

●脳疾患、疾病、心神喪失。●妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療処置（共済金が支払われるケガを治療する場合を除きます。）

●地震もしくは噴火またはこれらによる津波。●戦争、内乱、暴動、核燃料物質の有害な特性。など

●無免許運転、酒酔運転、麻薬等を使用しての運転中。●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、

ハンググライダーなどの危険な運動中。●自動車等の乗用具による競技または試運転等の間。など

●他覚症状のないむち打ち症及び腰痛など。

ご加入後の注意事項

共済金をお支払いできない主な場合

＜＜このパンフレットは全国商工会会員福祉共済の概要をご紹介したものです。詳細は共済約款によります。＞＞

ご加入に当たっての注意事項
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お申込・お問い合わせはお近くの商工会へ

＜その1＞以下を原因とするケガ

＜その2＞以下の状態にある間に生じたケガ

＜その3＞以下の症状または事由

このようなお支払いをいたしました
（Ａタイプの場合）

　乗用車を運転中、雪のためスリップし
後続のトラックに追突され、２２日間
入院し、退院後８日通院しました。

〔入院共済金〕２２日分(¥176,000円)
〔通院共済金〕　６日分 (¥18,000円)

合わせて¥194,000円をお支払いしました

　飲食店の階段から転落して頭部を強打し、
急性硬膜下血腫瘍・脳挫傷で２２日間
入院しました。

　入院共済金を２２日分、¥176,000円
お支払いしました。

　スノーボードをしていたところ転倒して
肋骨を不全骨折し、１２日通院しました。

　通院共済金を１０日分、¥30,000円お支払い
しました。

　大工工事でベニヤを丸ノコで切断中、
丸ノコが滑り指を負傷しました。

〔手術共済金〕伸筋腱縫合(¥50,000円)
〔入院共済金〕　　３日分(¥24,000円)
〔通院共済金〕　　５日分(¥ 9,000円)

合わせて¥83,000円をお支払いしました

　中学校の美術の授業中に、彫刻刀で
誤って指を切り病院で２針縫い７日
通院しました。

　通院共済金を５日分、¥15,000円お支払い
しました。

　電気工事の業務中、誤って川に転落して
溺死。

　死亡共済金（不慮の事故）を¥8,000,000円
お支払いしました。


